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会  議  録  

会 議 の 名 称 行田市立図書館協議会  

開 催 日 時 令和２年９月１０日（木）  

  開会：午前１０時００分     閉会：午前１１時３５分  

開 催 場 所 中央公民館  第１学習室  

出席者（委員） 

氏 名 

岸田昌久、島田ユミ子、橘明良、根岸幸夫、小林教子、馬場和雄、 

平井直美、河辺孝幸  

欠席者（委員） 

氏 名 

工藤拓也、茂木美智代  

事 務 局 
柿沼館長、川上副館長、松村  

会 議 内 容 

（１）令和元年度行田市立図書館事業報告について  

（２）令和２年度行田市立図書館事業計画について  

（３）新型コロナウィルス感染症対策について  

（４）令和３年度の図書館事業等について  

（５）その他  

会 議 資 料 

（資料名・概要等）  

・行田市立図書館協議会会議次第  

・行田市立図書館協議会設置条例  

・行田市立図書館協議会委員名簿  

・令和元年度図書館利用統計、実施事業等【資料１】  

・工事に伴う休館期間中に実施した主な業務【資料２】  

・令和２年度  事業計画【資料３】  

・新型コロナウイルス感染症対策について【資料４】  

・令和３年度の図書館事業等について【資料５】  

そ の 他 必 要 

事 項 

 

会  確   

議  

録  

の  定  

確  定  年  月  日  主  宰  者  記  名  押  印  

 

 令和  ２  年    月    日  

 

             ㊞  
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 発  言  者   会議の経過（議題・発言内容・結論等）  

事  務  局  

 

 

 

 

 

事  務  局  

 

 

委    員  

事  務  局  

（館長）  

各  委  員  

 

事  務  局  

 

 

 委  員  長  

 

事  務  局  

委  員  長  

委  員  長  

 

事  務  局  

委  員  長  

事  務  局  

 

委  員  長  

 

事  務  局  

 

市民憲章唱和  （省略）  

１  開   会  

２  委嘱状の交付  

３  あいさつ  

４  自己紹介  

５  正副委員長の選出  

 「行田市立図書館協議会設置条例」第 4 条第 1 項に、正副委員

長は委員の中から互選すると規定されている。いかが取り計ら

えばよろしいか。  

 （事務局案はあるか）の声あり。  

  事務局（案）として、委員長に岸田委員、副委員長に島田委

員を提案する。  

 異議なし  

６  新委員長・副委員長あいさつ  

「行田市立図書館協議会設置条例」第 4 条第 2 項に基づき、岸田

委員長が議長になり議事進行を行う。  

７  議   題  

議題（１）令和元年度図書館事業報告について  事務局に説明

を求める。  

 資料１及び２に基づいて説明  

 何か質疑はあるか。  

利用統計中入館者の数が１０月から１２月まで「０」なのは、

非構造部材等耐震改修工事のための休館によるものか。  

９月９日から１月３０日まで工事のため休館となる。  

同じく３月はコロナ感染症拡大防止対策のためか。  

 ２月２９日から感染症拡大防止のため休館した。耐震改修工事

中の業務については、資料２に記載している。  

前例のないコロナ感染症である。その対応について説明を求め

る。  

市内他施設の動向を取り入れながら考えていたが、不特定多数

の来館者がある図書館では休館をしなければならないと判断させ
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委  員  長  

事  務  局  

 

 

馬場  委員  

事  務  局  

 

 

馬場  委員  

 

事  務  局  

委  員  長  

事  務  局  

 

 委  員  長  

 

 事  務  局  

 委  員  長  

 事  務  局  

 

 委  員  長  

 

 

 

 事  務  局  

 委  員  長  

 馬場  委員  

 事  務  局  

 

 

 

ていただいた。  

カウンターの飛沫防止対応について説明を求める。  

 ４月に早めに準備をさせていただいた。本庁にある他の課やコ

ンビニ等の飛沫感染防止策を参考にしながらパーティションを設

置した。  

他市図書館の対応状況はどうだったのかお聞きしたい。  

他市図書館に状況を問い合わせたが、どこも対策には苦慮して

いた。当館と同様、図書館での対応すべきことが記載されたガイ

ドラインを参考にして、対応していた。  

鴻巣市と対応に違いがあるが、他の市町村と協議しているのか

か。  

 近隣５市と情報共有している。  

資料２について説明を求める。  

資料２については、耐震改修工事中の業務について抜粋したも

ので資料１の補足資料である。  

調べる学習コンクール審査会については、過去実施していたの

か。  

 今年度第７回目となっている。過去６回実施している。  

市民の方が、応募作品を見られる機会があるのか。  

 賞を受賞した作品は、館内にコーナーを設けて一定期間展示し

見られる機会を設けている。  

 図書館は調べるという機能があることは重要であることから小

中学生にはぜひ挑戦してほしい。  

 では、議題（２）令和２年度の図書館事業計画についてに移る。  

議題（２）について事務局に説明を求める  

資料３に基づいて説明  

何か質疑はあるか。  

貸し出しを終えた本の消毒はどうなっているか。  

研究機関によると菌の生存は、ダンボールの場合は１日、プラスチ

ックの場合は３日とのことである。本は紙ではあるが表面はビニール

樹脂で補強されているので、ビニール樹脂で覆われた表面を拭いて消

毒し、１日据え置いて書棚に戻す作業をしている。  



 4 

委  員  長  

 

 

 

 

委  員  長  

 

事  務  局  

委  員  長  

小林  委員  

事  務  局  

 

 

 

委  員  長  

 

 

 

事  務  局  

 

 

 

委  員  長  

事  務  局  

 

 

 

委  員  長  

 

事  務  局  

馬場  委員  

 

発症していなくても菌の保有者もいる。目で見ることができない厄

介な病気である。対応が難しい。本はできるだけ多くの人に貸出しし

ないといけないため長く据置する事もできない。対応には苦慮するも

のである。  

 何か質疑はあるか。→質疑なし  

続いて、議題（３）新型コロナウィルス感染症対策について  事

務局に説明を求める。  

資料４に基づいて説明  

何か質疑はあるか。  

埼玉県 LINE コロナお知らせシステムについて説明を求める。  

当館は、埼玉県 LINE コロナお知らせシステムに登録している。

来館者は来館するたびに QR コードを読み取り、登録することで

もし発症者が出た場合に LINE でお知らせしてくるシステムとな

っている。  

学校ではリモートでの学習を進めている。図書館でも紙での媒

体以外に電子での利用を進めるべきである。新しい分野も必要に

なってくるのではないか。今どうなっているのか。今後の計画に

ついての考えを求める。  

電子書籍の貸出については、現在アンケートを実施し需要につ

いて調査を実施している状況である。この結果を受けて考えてい

きたい。予算が必要なため今後の課題となるが、新しい分野へ進

んでいくようになるのではないかと思われる。  

新しい分野であるため情報に精通した人員の確保はあるのか。  

ホームページを作成する職員もいるので何とか確保できるので

はないかと考えている。また、緊急事態宣言期間中、電子書籍を

無料で読める出版社があったので、そのウェブサイトへのリンク

を図書館ホームページに張って電子書籍を読めるようにした。  

これからは、本を貸すだけでなくタブレットを貸す時代になっ

ている。見込みはどうなのか。  

目標にし、今後の課題としたい。  

学校では、タブレットの普及状況はどのようになっているのか。 
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橘   委員  

 

 

馬場  委員  

事  務  局  

委  員  長  

事  務  局  

 

 

委  員  長  

事  務  局  

委  員  長  

 

 

事  務  局  

 

 

 

委  員  長  

委  員  長  

事  務  局  

 

 

委  員  長  

 

事  務  局  

 

 

委  員  長  

馬場  委員  

事  務  局  

 

行田市では、順次準備しており、年度内に全校整える予定と聞

いている。現在、南河原小・中に配備している。取り扱うための

研修が大変である。  

確認だが、図書館資料とは本だけでないという認識でいいのか。 

本だけでなく、DVD や CD などをあわせて資料となっている。  

消毒機について説明を求める。  

国の臨時交付金を利用して購入することができた。金額は、紫

外線消毒のために取替えが必要な消耗品も含めて１台で、約１１

６万円となっている。  

設置場所はどこか。  

入口付近である。帰りに実際に見て操作していただきたい。  

何か質疑及び意見はあるか。→質疑・意見なし  

議題（４）令和３年度の図書館事業等について   事務局に説明を

求める。  

資料５に基づいて説明。  

昨年度の協議会で検討していただいたことの状況についても併

せて説明。  

①  の№17 と 18 について委員の意見をいただきたい。  

何か質疑及び意見はあるか。  

除籍したものは、廃棄か。  

今回の除籍は VHS ビデオテープである。一定期間周知し１件も

貸し出しがなく、テープ自体がかなり古くデッキを破損する恐れ

があるため廃棄を決断した。  

他の図書館の事例では、希望者への無料配布があったが、考え

たのか。  

著者権の問題があり、個人で楽しむ以外に使用されると問題が

ある。また、デッキの破損の保障問題に対応できないので、ごみ

としての対応を考えた。  

№17 と 18 について委員の意見を求める。  

雑誌と新聞の利用率はわかるのか。  

新聞については、閲覧のみのため統計はない。雑誌についての

貸出冊数は、手元に資料がないので申し上げられない。  
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馬場  委員  

 委  員  長  

 

 事  務  局  

 

 

 

 

 委  員  長  

 事  務  局  

 委  員  長  

 

 

 委    員  

 委  員  長  

 

 

 事  務  局  

 

 委  員  長  

 事  務  局  

 委  員  長  

 

 

 

 委  員  長  

 事  務  局  

 

 

 

 委  員  長  

 委    員  

利用頻度の低い順番で判断すべきである。  

利用頻度で考えることになると思うが、図書館は、資料を保管

するという役割がある。その点をどのように考えるか。  

新聞に関しては、埼玉新聞はデジタル化したものを、朝日新聞

は縮刷版を購入している。新聞紙は、紙の劣化が起こるため保管

期間には限界がある。また、保管場所には多くのスペースが必要

になる。夕刊については情報量が少なく、朝刊だけでも情報が不

足するということはないと考えたものである。  

近隣市の状況はどうなのか。  

今年 4 月から加須市が夕刊の購入を止めている。  

新聞については、夕刊の購入を止める。雑誌については、利用

頻度を調査し利用が少ない雑誌から整理していくということでよ

いか。委員の皆様にお諮りしたい。  

承認。  

郷土資料室には、行田市にしかない資料がある。例えば「おし

どり文学」とかあるが、資料室は雑然としていた。大事な資料で

あるので整理してあるのか。  

今回休館期間に整理を実施した。以前よりは探しやすくなって

いる。  

秋山文庫・森尾文庫についてはどうなのか。  

場所がないため閉架図書に保管している。  

第 6 次行田市総合振興計画策定委員会での意見であるが、観光

は大事であるが昔のゆかりのものについても掘り起こしが必要で

ないかと言われている。資料は大事にしてほしい。  

何か質疑及び意見はあるか。→質疑・意見なし  

（５）その他  について事務局に説明を求める。  

次回、第２回図書館協議会については、例年先進地視察をおこ

なっておりましたが、コロナ禍の状況により実施困難なため当館

で実際に行われている事業の見学を予定している。開催は、来年

２月または３月ごろを予定しているのでお願いしたい。  

何か質疑及び意見はあるか。→質疑・意見なし  

承認  



 7 

 委  員  長   では以上ですべての議題を終了し、進行を事務局にお返しする。 

６  閉会のあいさつ   島田副委員長  

 以上で行田市立図書館協議会を閉会とする。  

 


